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説 明 前回の資料から変更があった点について 

 

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 続きまして、「個別改定項目（その３）について」を議題といたします。前々回お

よび前回の総会におきまして、いわゆる「短冊」について、一通り議論をしていた

だいたところです。まず事務局より、前回の総会資料から変更があった点について、

資料の説明をお願いいたします。 

  

〇厚労省保険局医療課・眞鍋馨課長 

 はい。医療課長でございます。それでは、中医協資料「総－２」を用いまして、

個別改定項目について、いわゆる短冊に関する前回、前々回の議論を踏まえました

変更点について、ご説明をさせていただきたいと思います。 

 

 変更点につきましては、事務的な字句のレトリックな修正も含めていくつかござ

いますけれども、本日は主な内容に係るところにつきまして、ご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 

 短冊、ページ数、多ございますので、ページ数で１つひとつ、ご紹介しながら、

ご紹介させていただきたいと思います。 
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 それでは、ページ数で申し上げますと、145ページとなります。 
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 項目番号で申し上げますと、ローマ数字Ⅱ－１の⑩でございます。ローマ数字Ⅱ

－１の「⑩ 情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価の新設」でございます。 

 

 こちらの第２の「具体的な内容」の１でございます。 

 

 「評価を新設する」というふうに書いてございまして、その中に改正案というふ

うにございます。 

 

 「注 12」というところが下線で引かれてございますけれども、その中段ぐらいだ

と思いますが、 

  

 「ただし、当該患者に対して、１回の処方において、３種類以上の抗うつ薬又は

３種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない」 

  

 というふうにするものでございまして、これは前回お示ししたものでは「２種類」

となっていたところでございます。 

  

 「３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精神病薬」となっていたところでご

ざいますが、２を３にするという修正でございます。 

 

 趣旨につきましては、パブリックコメント等の指摘を踏まえ、単剤が原則で、ガ

イドライン上、規定されるところでございますが、薬の切り替え時などには、それ

を併用する場合があるということでございまして、通常の医療でも２種類というと

ころが想定されるところでございまして、そこまでは許容するべきだというふうに

事務局で整理をしたものでございます。 
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 それでは、続きまして、174 ページでございます。項目番号で申し上げますと、

ローマ数字Ⅱ－２の①でございます。 
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 こちらに、中段に括弧といたしまして、「リハビリテーション・栄養・口腔連携加

算」とございますが、これは以前の短冊では、中に「体制」という言葉が、「体制加

算」となってございましたけれども、ここは言葉の明確化という意味で、別の加算

との区別もする観点から、「体制」という言葉を、こちらは省かせていただいたとこ

ろでございます。 
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 それでは、続かせていただきます。ページ数でご紹介申し上げます。283 ページ

でございます。項目番号で申し上げますと、ローマ数字Ⅱ－４の③でございます。 
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 283ページでございます。 

 

 こちら、「急性期一般入院料１における平均在院日数の基準の見直し」ということ

でございまして、第２の「具体的な内容」をご覧ください。 

 

 「急性期一般入院料１の施設基準のうち平均在院日数の基準について、18日から

16日に見直す」というふうに記載をしております。 

 

 前回は黒丸だった所でございますけれども、公益裁定を受けまして「16」という

具体的な数値を記載させていただいております。 
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 次に、284ページ。項目数で言いますと、Ⅱ－４の④でございます。 

 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目及び施設基準の見直し」で

ございます。 
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 第２の「具体的な内容」といたしまして、１ポツ。 

  

 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の項目について、以下のとおり見直す」

ということでございまして、以下、丸がいくつか並んでございます。 

 

 主なものをご紹介します。 

 

 １つ目の丸で、「創傷処置」の項目について、重症度、医療・看護必要度Ⅰにおけ

る評価対象を、重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価対象となる診療行為を実

施した場合とするとともに、「重度褥瘡処置」に係る診療行為を評価対象から除外す

る。 

  

 ２つ目の丸。呼吸ケアに関する項目。 

  

 ３つ目が「注射薬剤３種類以上の管理」の項目。 

  

 ４つ目、５つ目。 
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 そして、ページ変わりまして、285 ページの２つ目の丸までが「専門的な治療・

処置」の項目に関する変更点でございます。 
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 285ページの上から２つ目の丸は、「救急搬送後の入院」及び「緊急に入院を必要

とする状態」について、評価日数を現在の５日間から２日間に変更する。というこ

とでございます。 

 

 ほかにも、Ｃ項目の対象手術や短期滞在手術に係る見直しを行うものということ

でございます。 

 

 そして、285 ページ、真ん中、２といたしまして、急性期一般入院料１、特定機

能病院入院基本料７対１及び専門病院入院基本料７対１における該当患者の基準

及び割合の基準について、 

  

 ①②といたしまして、 

  

 ①が「Ａ３点以上」又は「Ｃ１点以上」に該当する割合が一定以上であること。 

 ②といたしまして、「Ａ２点以上」又は「Ｃ１点以上」に該当する割合が一定以上

であることの両者を満たすことを施設基準とする。というものでございます。  

  

 ３でございます。 

  

 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価項目の見直しに伴い、入院料等の

施設基準における該当患者割合の基準を見直す。というものでございまして、表が

掲載されてございます。 

 

 前回の公益裁定での数値のところでございますが、表でお示しすることもあった

ところでございますが、20％、27％のところはご紹介させていただきます。 

 

 急性期一般入院料１としたしまして、改定案がございまして、その中で、一般病

棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割合で、割合①が「２割」、割合②が「２割７

分」となってございます。 

  

 286 ページに進みますと、７対１入院基本料（専門病院入院基本料）、それから、

失礼しました。285 ページの一番下ですね。７対１の特定機能病院入院基本料も同

じように「２割」「２割７分」というふうな記載となっているところでございます。 
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 ここも前回の公益裁定を踏まえた修正となってございまして、以下、この表につ

きましても、公益裁定でお示しされたものを記載させていただいてるものでござい

ます。それでは、ページを進ませていただきます。 
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 ページ、だいぶ進みますけれども、368ページでございます。 

この項目自体は「生活習慣病に係る医学管理料の見直し」ということでⅡ－５の

①に連なるところでございますけれども、具体的な記載は 368ページでございます。 
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 367ページのですね、「より質の高い疾病管理を推進する観点から、特定疾患療養

管理料の対象疾患を追加する」というものでございまして、 
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 368ページの表の一番下、左側でございますが、「アナフィラキシー」と「ギラン・

バレー症候群」、これを追加するものでございます。ページ進ませていただきます。 
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 次に、386 ページでございます。項目の番号で申し上げますと、Ⅱ－６の③とい

うことでございます。 
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 こちらは前回、感染症対策に対する感染の対象となる入院料に関しまして、ご指

摘を２号側委員からいただいたところでございます。 

 

 事務局で改めて整理を行いまして、特定感染症入院医療管理加算につきまして、

前回の短冊では「一般病床又は感染症病床」に限るとしていた規定は削除をさせて

いただいてございます。 

 

 また、こちらでございますけれども、１入院につき原則として７日までというふ

うな記載とさせていただいております。 

 

 ここも前回は入院初日からということでございましたけれども、１入院につきと

いうことで、させていただいてございます。 
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 次に、次のページ。387 ページの２ポツでございますけれども、二類感染症患者

入院診療加算について、新設される特定感染症入院医療管理加算に合わせる形で、

治療室でも算定可能となるというような見直しを追加しているところでございま

す。こういった見直しをさせていただいてございます。 

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

45 

  

   

 

 それでは、次の項目に進ませていただきます。ページ数で申し上げますと、408ペ

ージとなります。408 ページでございます。項目の番号で申し上げますと、ローマ

数字Ⅱ－６の⑦というふうになります。 
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 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料ということでございまして、「注 10」の記載で

ございますけれども、「改定案」の一番下の行でございます。「緊急に訪問し」とな

ってございます。 

 「当該患者に対して」というふうに前回の短冊ではなっていたところでございま

すが、これも２号側委員からのご指摘によりまして、「当該患者又はその家族等」と

いうふうな記載とさせていただいているところでございます。 
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 それでは次に、またページを進ませていただきます。また、ページだいぶ飛んで

恐縮でございますけれども、539ページまでお進みいただけますでしょうか。 

 539 ページでございます。内容としまして、項目番号としてはローマ数字Ⅲ－２

の④でございまして、「抗ＨＬＡ抗体検査の算定要件の見直し」でございます。 
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 こちらは、検査番号で言うと「46」ということございますけど、「47」の抗体特異

性同定検査について移植待機中の患者さんで、「46」の抗体のスクリーニング検査で

陽性となった場合も測定できることを、より明確にする意図で、「抗ＨＬＡ抗体獲得

の確定を目的に行われた場合」にも算定できることを追加するなどで、より意図を

明確化したというものでございます。 
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 はい。以上で主な変更点、内容の変更であるものはご説明申し上げました。 

  

 その他、さまざま字句の修正や反映漏れなど、その後、ご指摘ありましたところ

は事務的に修正をさせていただいているところでございます。 

 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

〇小塩隆士会長（一橋大学経済研究所教授） 

 はい、ありがとうございました。 

 

 この短冊につきましては、前回までに一通り議論をしていただいており、本日で

短冊の議論は最後となる予定です。 

 

 ただいま事務局から説明のあった件も含めて、何かご質問、ご意見等ございまし

たら、お願いいたします。 

 

 よろしいでしょうか。はい。特にご質問、ご意見等ないようでしたら、本件に係

る議論はこのあたりとしたいと思います。 
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